
 

月割前税額 

軽減制度に該当する世帯の区分・軽減額 

月割・端数調整の増減額 

月割・端数調整後税額 

「普通徴収」：口座振替による納付方法 

「納 期 限」：口座引き落とし日 

「特別徴収」：年金からの 

天引きによる納付方法 

計算対象期間における世帯主が納税義務者です 

納付方法が口座振替の場合の登録口座 

当年度４月から翌年３月までの被保険者ごとの 

有資格者月数と所得割額を記載しています 

「＊」：国保加入者 

「Ｇ」：擬制世帯主（国保加入者でない世帯主のこと） 

  空欄：国保資格なし 

年税額 

各被保険者の前年中所得から地方税基礎控除 43 万円を差し引いて合計した額 

特別徴収（年金天引き）

対象の年金にかかる事項 

特別徴収（年金天引き）の場合、記載されます 

 


